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議事日程 令和５年９月７日 午前９時開会 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 付託議案の審査について 

      議案第３３号 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３

号）について（所管部分） 

      議案第３７号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定

について（所管部分） 

      議案第３８号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳出

決算認定について 

      議案第４２号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

      議案第４３号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

      議案第４４号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定につ

いて 

      議案第４５号 財産の取得について 

本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

出席委員（６名） 

委員長 鎌 田 鷹 介 副委員長 伊 藤  守 

後 藤 紀 子 古 村  護 

服 部 芙 二 夫 三 輪 一 雅 

欠席委員（０名） 

委員外出席議員（１名） 

副議長 伊 藤 好 博 

議場出席説明者 

 町     長 加 藤   隆    副  町  長 森   清 秀 

 会 計 管 理 者        松 本   大    総務政策課長        小 島 裕 紹 

 住 民 課 長 伊 藤 正 典    建 設 課 長 伊 藤 雅 人 

 産 業 課 長 多 賀 達 人    税 務 課 長 中 山 重 徳 

 危機管理課長        坂 倉 丈 夫    総務政策課長補佐 中 里 満 博 

 総務政策課長補佐 武 田 みゆき    建設課長補佐        伊 藤 規 生 

 税務課長補佐        神 野 美紀恵    危機管理課長補佐 服 部 寿 之 

事務局出席職員 

 書 記  事務局長  藤 井 光 利   議会事務局  鈴 木 琴 音 



- 2 - 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開会   

○委員長（鎌田鷹介議員） 皆様、おはようございます。 

 本日は、総務建設常任委員会を招集させていただきましたところ、委員の皆様には、何

かと御多用の中、御出席を賜りありがとうございます。また、加藤町長をはじめ執行部の

皆様にも御出席をいただき、ありがとうございます。 

 本日の総務建設常任委員会は、令和５年第３回定例会で付託されました７議案を審査す

る重要な委員会でございます。議案審査には慎重審査をいただきますとともに、委員会運

営に当たりまして、皆様の御協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 

 本日の委員会の出席委員数は６名です。よって、委員会条例第１４条の規定により、定

足数に達しておりますので、総務建設常任委員会を開会いたします。 

 次に、本日の書記の指名を行います。 

 委員会条例第２７条の規定により書記には藤井議会事務局長を指名したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、書記には藤井議会事務局長を

指名します。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は既にお手元に配付させていただいたとおりでございます。 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○委員長（鎌田鷹介議員） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

 本日の会議録署名委員は、後藤紀子委員、古村護委員の御両名を指名したいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認めます。よって、後藤紀子委員、古村護委員の

御両名の方、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議案審査に入ります。 

 初めに、加藤町長より議事日程の説明を求めます。 

○町長（加藤 隆町長） 改めて、皆さん、おはようございます。 

このところ矢継ぎ早に台風が発生しております。また、台風１３号が発生して、今度は

どうも日本列島を伺っているような状況にありますが、何とか穏やかに過ぎてもらえない

かなと思わせていただいておるところでございます。 

本日は木曽岬町議会の総務建設常任委員会を招集いただきましたところ、全委員さん、

そして副議長さんにも出席をいただいております。誠にありがとうございます。 

今期、令和５年第３回木曽岬町議会定例会は、去る８月３１日に招集、開会をいただき
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まして、執行部からは１３議案と、同意、報告案件各１件合わせて、議案１５件を提出さ

せていただき、開会日にご審議をいただきました。 

そして、１３議案を各常任委員会に委員会付託をいただきまして、本日の総務建設常任

委員会には日程にございますように、議案第３３号につきましては、令和５年度の町一般

会計の補正予算（第３号）の所管部分について、議案第３７号につきましては、令和４年

度の町一般会計歳入歳出決算認定についての所管部分から、第３８号につきましては、同

じく土地取得特別会計、第４２号につきましては、同じく農業集落排水事業特別会計、第

４３号につきましては、同じく公共下水道事業特別会計、第４４号につきましては、同じ

く水道事業会計、それぞれの令和４年度の決算認定議案５議案でございます。 

それから、議案第４５号につきましては、財産の取得について、という議案でございま

す。 

本日、総務建設常任委員会には合わせて７議案が、委員会付託をいただきました。 

この後、それぞれの議案につきまして担当から詳細に説明をさせていただきますので、

十分に御審議を尽くしていただきますようにお願いを申し上げ、議事日程の説明と、御挨

拶に代えさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございました。 

 加藤町長の議事日程の説明が終わりました。 

 それでは、お手元の日程に従い会議を進めさせていただきます。 

日程第２ 付託議案の審査について 

○委員長（鎌田鷹介議員） 日程第２、付託議案の審査についてを議題とします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第３３号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一

般会計補正予算（第３号）について（所管部分）、議案第３７号、令和４年度三重県桑名

郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定について（所管部分）、議案第３８号、令和４年度

三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について、議案第４２号、令和

４年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案

第４３号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、議案第４４号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定について、

議案第４５号、財産の取得についての７議案であります。 

 ここでお諮りいたします。 

 付託議案の審査方法につきましては、先に１件ごとに全議案を審査することとし、その

後、討論、採決においても１件ごとに行いたいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 
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 それでは、付託議案の審査に入ります。 

 はじめに、議案第３３号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）

についての所管部分を議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、議案第３３号、令和５年度三重県桑名郡木

曽岬町一般会計補正予算（第３号）について説明を申し上げます。 

 令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よるというものでございます。 

 第１条第１項では、既決予算額に歳入歳出それぞれ５，５００万円を追加いたしまして、

予算の総額を３３億８，３００万円とし、第２項では、補正の款項の区分及び区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第１表歳入歳出予算補正に定めることを規定す

るものでございます。 

第２条では、地方債の変更を第２表地方債補正に定めるというものでございます。 

それでは次に令和５年度の９月補正予算、予算事業概要書にて説明をさせていただきま

す。 

今回補正をお願いしようとする会計は、一般会計と国民健康保険特別会計及び介護保険

特別会計で、その補正額は一般会計で５，５００万円、また、２つの特別会計で３，０２

４万６，０００円を追加いたしまして、全８会計での補正後の予算額を５６億７，０１２

万４，０００円とするものでございます。 

本資料には、一般会計及び２つの特別会計の補正予算の内容について、それぞれの要点

を記載させていただいております。 

一般会計の補正予算の内容についてでございますが、歳入の要点について、このたびの

補正では、９つの款においてそれぞれ所要の補正を行っております。 

町税では、本算定により町民税を増額。また、固定資産税を減額をしております。 

地方特例交付金及び地方交付税におきましては、それぞれの交付決定に伴いまして、増額

を行うものでございます。 

国庫支出金では、感染症流行下における学校教育活動体制整備事業に係る補助金を増額

とし、県支出金では、地域の子ども子育て支援の充実を図ることを目的として、新たに創

設をされました、みえ子ども・子育て応援総合補助金や、個人向けの太陽光発電設備等設

置費補助金、町道外平喜・小学校線避難路整備工事に係る地域減災力強化推進補助金など、

新たに創設されました補助金などを増額しているものでございます。 

また、繰入金では、地方交付税の増額に伴いまして、財政調整基金繰入金を減額とし、

繰越金では、令和４年度決算により増額をしているものでございます。 

諸収入では、予算調整及び各種過年度負担金の精算による増額とし、最後の町債におき

ましては、臨時財政対策債発行可能額が確定になったことに伴い、減額をしているもので
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ございます。 

以上が歳入の主な内容となります。 

次に、歳出の要点についてでございますが、このたびの補正予算では、科目全体にわた

りまして、年度当初に行われました人事異動に伴う人件費の精査を行っております。 

また、その他７つの款におきまして、それぞれ所要の補正を行っておりまして、本資料

では、それらの概要について記載をさせていただいております。 

なお、人事異動に伴います人件費以外の詳細につきましては、後程担当課ごとに説明を

させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

それでは次に、一般会計補正予算を事業説明書を用いまして、総務政策課より説明をさ

せていただきます。 

事業名、一般管理経費、補正予算額は２６万９，０００円でございます。令和２年度の

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業でありました、高齢者世代

及び高校生世代に対します商品券の配布事業におきまして、内閣府より配布した商品券の

うち、未使用等の理由により換金がされなかったものについては、地域における消費を促

すという交付金の本来の目的が達せられていないと判断されるという理由から、その相当

額を返還するよう指導がございました。このことから、商品券の発行元である町商工会に

確認をし、未換金分が２６万９，０００円あることが判明をいたしましたので、これを返

還しようとするものでございます。 

続きまして事業名、区長会関係経費でございます。補正予算額は２５８万２，０００円

でございます。集会所の修繕工事に対する補助金で、３地区から交付申請があったことに

より増額をするものでございます。 

その内訳でございますが、第２栄地区から、建物の基礎ひび割れの補修費用として１２

万２，６５０円。加路戸地区からは、建物の外装及び屋根の塗装塗り替え費用といたしま

して、２１６万５，５００円。近江島地区からは、エアコンの設置費用として、２９万３，

４２５円。これらの申請がなされており、いずれも木曽岬町の地区集会所設置及び修繕費

助成に関する条例及びその施行規則に基づきまして、かかる工事費の２分の１の額の申請

を受け、それを交付するものでございます。 

続きまして事業名、予備費でございます。地方自治法の定める予備費でございます。 

総務政策課所管分は以上でございます。 

○税務課長（中山重徳課長） 続いて、賦課徴収経費、補正額は２４１万３，０００円で

す。令和５年度より、地方税共通納税システムを利用した軽自動車税と、固定資産税のＱ

Ｒコード決済が開始されておりますが、これに加え令和６年度から、住民税普通徴収につ

いても同じくＱＲコードによる納付が可能となるよう対応を求められておりますことから、

所要のシステム改修費を計上するものでございます。 

以上です。 
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○建設課長（伊藤雅人課長） 続きまして、建設課所管分になります。 

事業名、道路新設改良費、町道外平喜・小学校線の避難路整備工事ですけれども、地域

減災力強化推進補助金の採択を受けたことによる財源を振り替えるものでございます。 

以上でございます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 続きまして、危機管理課所管分について御説明させて

いただきます。 

事業名、高度情報処理対策費、補正予算額７０７万円の減額をするものでございます。

契約済みの電算関連の保守業務委託などの決算見込みに伴い、委託料を減額するものでご

ざいます。 

続きまして、事業名、自主運行バス運行事業費、補正予算額７０万８，０００円の増額

でございます。バス予備車故障対応のため、７月時点で当初対応していた、修繕費用全額

執行したことに伴い、今後見込まれるバス車両の修繕対応とバス故障のレンタカー対応に

要する経費として、需用費の修繕料、委託料を増額するものでございます。 

続きまして、事業名、水防費、補正予算額６７万円の増額でございます。自治会が実施

する加路戸水防倉庫の塗装工事に伴う、自治会の負担金を増額するものでございます。 

危機管理課所管分の説明につきましては、以上でございます。 

○議会事務局長（藤井光利事務局長） それでは最後に、議会費について御説明申し上げ

ます。 

事業名、議会運営費において１０９万円を増額し、６８５万４，０００円とするもので

ございます。これにつきましては、１１月に予定する議会研修の行き先が北海道に決まり

ましたので、その研修にかかる旅費の不足分を増額補正するものであります。 

 以上で、議案第３３号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）

について所管部分についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

 なお、質疑の回数は１議題につき１人３回となっておりますので、御承知おき願います。 

それでは、御発言される方は手を挙げられ、委員長の許可に基づき発言されるよう、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員（古村 護議員） 水防費の関係ですけれども、加路戸の水防倉庫の塗装工事の関

係で、負担金となっているのは自治会が施工されるからという話だと思うのですけれど、

水防倉庫というのは自治会のものなのですか。その確認です。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 水防倉庫につきましては、町所有のものにございます。 

○委員（古村 護議員） 再確認です。この経費が負担金となってるものですから、町で

あれば、町が直工であるから工事費なんでしょうけれども、それが負担金になってるもの

なので、その確認をしたかったです。 
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○総務政策課長（小島裕紹課長） 加路戸の水防倉庫につきましては、加路戸地区が水防

倉庫の２階を集会所として活用されておりまして、今回加路戸の地区から集会所全体の塗

装工事をしたいというお話がございまして、そうしますと、水防倉庫の１階部分は先ほど

坂倉課長言われたように、町の持ち分ですのでそこの部分は町で負担をする流れになって

の負担金でございます。 

以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいですか。 

○委員（古村 護議員） ありがとうございます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、御質疑ございませんか。 

○委員（服部芙二夫議員） 自主運行バス運行事業費のところで、７月時点で当初予算の

修繕費用がなくなったということですが、これは町の所有するバスのことか。リースのバ

スの修繕は、町は関係なかったのではないか。確認です。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 今回対象とさせていただいているのが、町所有の予備

車に関する修繕で、７月時点で費用が発生した。今後また修繕が見込まれますので、補正

予算として計上させていただいたという状況でございます。 

○委員（服部芙二夫議員） 昔からの青いバスですね。当初予算がわからないけど、どの

ぐらいの修繕費を見積もってあったのか。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 当初予算では６０万円の修繕料を見込んでいたのです

けれども、この分に関して全額を執行することになりましたので、今回補正で４０万円の

修繕料というのを計上させていただいたところでございます。 

○委員（服部芙二夫議員） 何年も前のバスなので、修繕費もかかると思うが、どこがそ

んなに壊れていくのか。普通に走ったらエンジンが壊れるのか知らないけど。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 今回修繕させていただいたのが、車両のギアボックス

の部分と、自動ドアの開閉で若干不具合がありましたので、その部分が主な修繕箇所とな

っております。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、御質疑よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 私も先ほどのバスの件なのですが、おそらく今の予備車はかな

りの年数が経っているのではないかと思う。修理を何回も繰り返し行っている感じがある。

現在の走行距離はどういう状況か。 

実際もう買い替えに行かないと、あまり故障が続いてるとなると予備車自体の意味がな

くなってくるというか、その度にレンタルするのであればもう予備車がそもそもいらない

のではないかという話も出てくると思う。そのあたりどう考えてみえますか。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 今の予備車自体は、平成２６年に初年度登録をしてお

りましてちょっと古いのですが、令和５年３月末現在で、走行距離が約４０万ｋｍという

状況でございます。 
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それで車両に関しましては、他のリース車両３台が、令和７年５月でリースが切れます

ので、その時点に合わせて、予備車をどうしていくかも含めて検討していきたいと思って

おります。 

以上です。 

○委員（三輪一雅議員） 今回の補正予算全般で思ったのが、所管事項外にもなってしま

うのですが、人件費というのがいくつか挙げられている。 

人件費の増額補正が計上されていて、それをすべて見ていくと、異動があるのなら増減

あると思うのですが、すべてが増額補正。しかもトータルすると１，８００万円ぐらいの

人件費の増額になるので、どうしてこうなっているのかを教えていただきたい。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） まず、一つには新規採用者の分が当初予算では見込み

しかできないという部分で、そこの数字の取違いがあったかなと思います。 

昇格をしている職員がいたというところも増額の要因の一つにはなってると思います。

さらに、退職者に関しましても辞めてはいるのですが再任用で入る職員もいますので、そ

の分がそこまで大きな減額にはならないので、トータルで見れば増額という形になった。 

当初予算の時の人員配置の見誤りだったと言われればそれまでかもしれませんが、そう

いった要因が大きいと考えております。 

○委員（三輪一雅議員） 大きいものはそうだとして、今回の資料のページでいうと、５、

７、９、１３、２４、２５、３０、３５というところで上がっていて、各課にわたって増

額補正になっている。 

大きいのは今のお話かもわからないが、残業手当と思われる職員手当が細かいところで

たくさん上がってきている。９月の段階でこれだけ上がってきているということは、何か

要因があって上がってきているのではないかと思われる。何か職員として全体的な残業が

増えているのか、それはどうなのですか。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） 残業手当につきましては、計算する元の金額が職員に

よって基本給は変わってきますので、仮にそこに前任よりも高い給料の職員が行くと、そ

この残業手当は増えるということとなります。 

給料の安い職員が入ったところの残業手当を削るかというと、残業手当自体を削ること

はしないので、結果的には残業手当が高くなったように見えると思います。 

また、職員手当という部分では、扶養手当や期末勤勉手当も上がってますので、手当と

してはそこが上がってるというのはあるかと思います。時間外手当だけではなく、期末勤

勉手当、扶養手当、住居手当、児童手当すべて上がってるという状況にありますので、そ

ういったところも影響していると思います。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、御質疑ございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

           〔「なし」の声あり〕 
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○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、御質疑もございませんので、質疑を終わります。 

次に、議案第３７号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定につ

いての所管部分を議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） 議案第３７号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般

会計歳入歳出決算認定についての説明を申し上げます。 

地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一

般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するというものでござ

います。 

それでは、はじめに木曽岬町の決算の状況について説明をさせていただきます。 

一般会計の歳入決算額は３７億１，４０６万８，０００円で、歳出決算額は３５億２，

５２２万２，０００円。歳入歳出差引額から翌年度繰越財源を除きました実質収支額は１

億８，２５１万７，０００円となっております。 

また、特別会計全体の歳入決算額は、１９億３，０７９万円。歳出決算額は１８億６，

８０５万５，０００円。実質収支額は４，４０３万４，０００円となっております。 

企業会計である水道事業会計の決算は、当年度純利益が１，３６０万９，０００円の損

失、当年度未処分利益剰余金が３８２万４，０００円の未処理欠損金となっております。 

次のページでは、一般会計決算の収支状況についてお示しをしております。 

この表のＦ欄、実質収支額から前年度の実質収支額を差し引きました令和４年度の単年

度収支額は、マイナス８，９３０万９，０００円。 

その下の積立金が１億３，８９７万７，０００円でございましたので、令和４年度の実

質単年度収支額は４，９６６万８，０００円となっております。 

またこのページでは、令和３年度決算の収支との比較、及び平成３０年度以降の決算額

の推移もお示しをしておりますので、御確認をお願いいたします。 

次に、歳入の決算状況でございますが、令和４年度の歳入決算額は、３７億１，４０６

万８，０００円で前年度よりも８，８５５万４，０００円、率にいたしまして２．４％の

増額となりました。 

このページでは、款別の決算額を前年度と比較をする形でお示しをしておりますので、

御確認をお願いいたします。 

次のページでは、自主財源と依存財源の構成を示しております。令和４年度におきまし

ては、自主財源が３６％、依存財源が６４％という構成比でございました。令和３年度の

構成比と比較をいたしますと、自主財源が１．７ポイント上昇しておりますが、これは寄

附金が増額になったことが要因となっているものでございます。 

次のページでは、町税の決算額の比較を示しております。令和３年度の決算額と比較を

いたしまして、町民税個人は減額となっているものの、町民税法人、固定資産税及びその
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他町税はすべて増額となっております。町税に関しましては、令和元年度を除き、これま

で減少傾向にございましたが、木曽岬干拓地に進出してきました企業が順次操業開始とな

っていくことから、今後は上昇傾向に転じていくものだと推察をしているところでござい

ます。 

次のページでは、地方交付税の決算額の比較でございます。令和４年度は、令和３年度

に比べまして、４，５３３万３，０００円の増額となりました。特別交付税におきまして、

令和３年度で計上されておりました、法人税割修正額が５，０００万円だったものが、令

和４年度では５００万円に減額された一方で、普通交付税におきましては、臨時財政対策

債が減額となったことに伴いその財源振り替えが行われたことによりまして、増額となっ

たものでございます。 

その他にも、このページ下段では、基準財政収入額と基準財政需要額の年度推移を、ま

た次のページでは、財政力指数の年度推移などもお示しをしておりますので、御確認をお

願いいたします。 

このページでは、地方債決算額の比較を示しているのでございます。令和３年度と比較

をいたしますと、臨時財政対策債は減額になっておりますが、一般会計債が増額したこと

により、全体額で令和３年度よりも増額となっております。 

なお、先ほども説明をさせていただきましたが、臨時財政対策債が減額となった分につ

きましては、普通交付税で財源振り替えが行われておりますので御確認をお願いいたしま

す。 

以上が、歳入の状況でございます。 

次のページからは歳出でございます。 

令和４年度の歳出決算額は３５億２，５２２万２，０００円で、前年度よりも１億７，

７２０万９，０００円、率にいたしますと５．３％の増額となっております。 

このページでは、款別の決算額を示しておりますが、これの詳細につきましては、後程

それぞれ担当課長より説明をさせていただきます。 

次のページでは、歳出の決算額を性質別でお示しをしております。義務的経費では、職

員給の減少などが影響いたしまして、令和３年度よりも減額となっておりますが、投資的

経費では、西対海地・和泉線の道路改良工事や、外平喜・小学校線の避難路整備工事など

を施工したことが影響いたしまして、増額となっております。 

また、その他経費におきましても、普通交付税の追加交付の一部を減債基金に積み立て

たことが影響いたしまして、増額となっているものでございます。 

次のページでは、経常収支比率の推移を示しております。 

こちらの方は後刻お目通しをお願いいたします。 

次のページでは、歳出を節別に仕分けをいたしました決算額の比較表でございます。給

料から共済費までの人件費、扶助費、繰出金等で減額となっているものの委託料、工事請
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負費、負担金補助及び交付金、積立金などで大きく増額となっております。 

これの詳細につきましても、後程説明をさせていただきます。 

次のページでは、起債の現在高と公債費の推移を示しております。各種整備事業も、一

旦落ち着いてきておりますので、平成３０年度以降、年々減少傾向にあることがおわかり

いただけるかと思います。 

次のページは基金の現在高でございます。令和４年度におきましては、減債基金や財政

調整基金、ふるさときそさき応援基金等で積み立てを行いまして、合計で５億８，６２９

万８，０００円の増額となっているものでございます。 

なお、決算認定の議案につきましては、２－０５会計事務報告書及び２－０６監査委員

の意見書も添付をさせていただいておりますので、後刻お目通しをお願いいたします。 

それではこれより事業別説明によりまして、総務政策課より説明をさせていただきます。 

事業名、一般管理経費、決算額は１，３７７万５，２０９円でございます。実績欄記載

のとおり、要望活動関係経費、例規集の追録に要する経費としました通年かかる事務経費

を計上しておりますほか、令和５年４月１日から施行されました公務員の定年延長に伴う

例規整備支援業務委託料や、令和４年１０月１日からこれまで健康保険に加入しておりま

した自治体に勤める短時間勤務職員が、公務員と同じ共済組合へ加入することができるよ

うな制度変更が行われましたことで、このシステム対応の委託料を支出しているものでご

ざいます。 

続きまして、事業名、ふるさときそさき応援事業費、決算額は１億５，５６４万４０５

円でございます。 

５つの専門サイトへの委託料や、専門雑誌への紹介記事の掲載、返礼品に同梱するチラ

シ及びクリアファイルの作成などのＰＲに要する経費。また、積立金などを支出したもの

で、その他につきましては、実績欄記載のとおりでございます。 

なお、本事業は、ふるさときそさき応援寄附金を特定財源としているものでございます

が、この寄附金１億５，４９６万６，０５０円と、当初見込み額よりも大幅に増額となっ

たことから、３月議会におきまして増額補正を行っているものでございます。 

続きまして、事業名、庁舎等施設維持管理経費、決算額は４，８２６万２，７１４円で

ございます。電気代のほか、西対海地・和泉線道路改良工事に伴います北側車庫の外壁改

修に要する経費や、消防施設の点検の際に指摘を受けました福祉教育センターのエアコン

燃料用の地下タンクの改修工事。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を財源といたしました福祉教育センターの空調設備の修繕工事に要する経費などを支出

したもので、その他につきましては、実績欄記載のとおりでございます。 

なお、本事業では、電気料金の価格高騰を理由に１２月議会におきまして増額補正をさ

せていただいており、結果といたしまして、電気代を令和３度の決算額と比較をいたしま

すと約５００万円強、率にいたしまして５０％の増額となっているものでございます。 
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続きまして、事業名、公用車施設維持管理経費でございます。決算額は２３２万７，０

５１円でございます。総務政策課が管理をいたします６台の車両に係る燃料代と保険料を

支出したほか、町長車をはじめといたします３台のリース車両に係る車借上料を支出した

のでございます。 

なお、令和４年度におきましては、町が保有いたします公用車２０台にドライブレコー

ダーの設置を行ったことから、その購入経費の支出を行っているものでございます。 

続きまして、事業名、基金積立金、決算額は２億８，４８９万２，１５５円でございま

す。財政調整基金、減債基金、基本財産基金などへの積み立てを行っているものでござい

ます。普通交付税が見込みよりも増額となったことから、大幅な増額となっているもので

ございます。 

続きまして、事業名、総合計画策定事業費でございます。決算額は６３８万円でござい

ます。令和４年度におきましては、１８歳以上の町民１，０００人及び中学校の生徒１５

４人に対するアンケート調査の実施と分析を行っております。 

また、そのほか各課に対しまして、現第５次総合計画の評価、検証等の進捗確認、いわ

ゆる達成度調査を実施したものでございます。 

続きまして、事業名、まち・ひと・しごと創生事業費、決算額は１，４２５万３，９０

２円でございます。主な実績は、第二期総合戦略に掲げました１５の施策の中の、にぎわ

いを招致するためのわいわい市場、ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅを活用した広報戦略を進める

ための動画制作配信事業、仕事をきっかけといたしまして関係人口の増加を見込むローカ

ルスタートアップ・エコシステム構築事業などを実施するとともに、アフターコロナを見

据えまして、株式会社サンリオのキャラクターとトマッピーとのコラボキャラクターの作

成、トマッピーの着ぐるみの更新など、ＰＲ力の強化を目的といたしましたシティプロモ

ーション事業に要する経費などを支出したもので、その他につきましては、実績欄記載の

とおりでございます。 

なお、本事業では、わいわい市場に対する公益財団法人くわしん福祉文化協力基金助成

金１００万円と、ローカルスタートアップ・エコシステム構築事業及びシティプロモーシ

ョン活動事業に対します新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、こちらを特

定財源としているものでございます。 

少し飛びまして、事業名、三重県議会議員選挙費でございます。決算額は４８万１，４

７２円でございます。令和５年４月９日に施行されました三重県議会議員選挙の執行管理

に要する経費のうち、令和４年度で支出をする必要があった入場券やチラシの印刷、配布

の経費などを実績欄に記載の支出をしたものでございます。 

続きまして、事業名、参議院議員通常選挙費、決算額は６０１万７，８９８円でござい

ます。令和４年７月１０日に執行されました参議院議員通常選挙の執行管理に要する経費

を支出しているものでございます。 
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続きまして、事業名、地方債元金償還金、決算額は２億３，５１８万６，８４０円でご

ざいます。実績欄記載の６５件分の元金償還分を支出したものでございます。 

なお、特定財源となっております県北部海抜ゼロメートル地帯避難対策補助金は、避難

タワー、防災センター、避難路整備、それぞれに対する償還分に対して、県から交付をさ

れているものでございます。 

続きまして、事業名、地方債利子償還金、決算額は８６０万３，６９６円でございます。

実績欄記載の８２件分の利子の償還分を支出したものでございます。 

総務政策課分は以上でございます。 

○税務課長（中山重徳課長） 続いて、税務課より、令和４年度木曽岬町一般会計歳入決

算額における町税収入の状況について御説明申し上げます。 

資料は、令和４年度一般会計特別会計事務報告書を用いて御説明いたします。 

令和４度の町税の現年度の賦課状況でございます。 

まず、①町民税でございます。個人町民税でございますが、普通徴収、特別徴収を合わ

せた課税額全体は２億９，６０６万４，２８３円で、前年度と比べマイナス０．８％、約

２３０万円の減となりました。法人町民税につきましては、６，７１４万４，８００円で、

前年度と比べ９．１％、約５５８万円の増となりました。 

続いて、②固定資産税でございます。土地、家屋、償却資産を合わせた課税額全体は５

億２，７６２万７，８００円で、前年度に比べ８．６％、約４，１５７万円の大幅増とな

りました。木曽岬干拓地新輪工業団地の稼働が、固定資産税の増額に大きく寄与したとい

うところでございます。 

続いて、③軽自動車税種別割でございます。毎年４月１日時点で、車両の所有者に付加

する軽自動車税ですが、令和４年度の課税額は２，０７５万９，９００円で、前年度と比

べ２．０％、約４０万円の増となりました。 

続いて、④市町村たばこ税でございます。令和４年度会計年度において、紙巻きたばこ

換算で４７２万２，４２２本、課税額は３，０９４万１，３０７円で、前年と比べ６．

０％、約１７４万円の増となりました。令和４年度において、町内のたばこ取扱店が増え

たことが主な増収要因であると推測されます。 

続いて、⑤入湯税でございます。宿泊客、日帰り客合わせて３万８，２０７人の利用が

あり、課税額は２９３万１，１５０円で、前年度と比べ２１．６％、約５２万円の増とな

りました。 

続いて、収納の状況についてご説明いたします。 

はじめに、上段の現年度課税分でございます。令和４年度に賦課した町税全体額は、９

億４，５４６万９，２４０円で、これに対する実際の収入済額は、９億３，６６４万９，

７７８円で、現年度課税分の収納率は９９．０７％という結果でございました。 

続いて、下段、滞納繰越分でございます。令和３年度以前に賦課し、未納となっている
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町税に関する令和４年度中の収納状況です。賦課額２，７１３万８，９９６円に対し、収

入済額は６７６万２，７４８円で、収納率は２４．９２％という結果でした。 

双方を合計した令和４年度町税全体の収納率は９７．００％で、前年度の９６．６１％

に比べ０．３９ポイントの上昇となりました。 

以上が、令和４年度の町税に関する状況でございます。 

続いて、歳出部分を御説明いたします。 

税務経費決算額は５７万５，６５４円です。税務関連の各種協議会等への負担金でござ

います。 

続いて、賦課徴収経費決算額は３，５２５万４，２３５円です。 

町税の賦課徴収や滞納額の管理に必要な電算経費のほか、固定資産の評価のための鑑定委

託料、また、税制改正に伴う各種システム改修費などが主なものでございます。 

以上です。 

○住民課長（伊藤正典課長） 続きまして住民課所管分の事業について説明をさせていた

だきます。 

事業名、戸籍住民基本台帳費、決算額１，９３９万７１８円でございます。実績欄の主

なものとして、４段目の戸籍法改正対応システム改修業務委託料は、戸籍の広域交付や他

の行政機関との情報連携に要する費用でございます。 

なお、広域交付は令和６年３月の開始予定でございます。 

下から３段目の本人確認書類裏書印字システム機器は、外国人登録証や個人番号カード

の住所変更等に対応する機器１台を更新したものでございます。 

特定財源は、各種手数料のほか、事務費に対する国・県委託金として、中長期在留者居

住地届出等事務費委託金、個人番号カード交付事務費補助金、人口動態調査事務費交付金

を受入れ、戸籍法の改正に対する国庫補助金として、社会保障・税番号システム整備費補

助金を受け入れております。 

続きまして、事業名、個人番号カード事業費、決算額６６４万２３１円でございます。 

実績欄の主なものとして、最下段の社会保障・税番号制度システム整備は、令和３年度か

らの繰越事業で、マイナンバーカード所有者の転入転出手続きのワンストップ化に対応す

るためのシステム整備でございます。 

特定財源は、手数料のほか事務費に対する国庫補助金として、個人番号カード交付事務

費補助金、また、マイナポイント事業費補助金を転出手続きのワンストップ化に対する国

庫補助金として社会保障・税番号制度システム補助金を受入れております。 

なお、マイナンバーカードの年度末での交付枚数は、前年度より１，５７７枚増加して

４，１４６枚で交付率は６８．１７％となっております。 

住民課所管分の説明は以上でございます。 

○産業課長（多賀達人課長） 続きまして、産業課所管部分について説明させていただき
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ます。 

事業名、農業委員会費、決算額は２２０万６，０５２円でございます。農業委員会委員

９名と農地利用最適化推進委員５名の委員報酬や、全国農地ナビの操作など運用支援に関

する委託業務として、農地情報公開システム運用システム業務委託料を支出しており、ま

た、農業委員会サポートシステムと連携したタブレットの積極的な活用が国から示された

ことから、端末３台分の購入費をはじめ、端末を使用するための経費として通信費やシス

テム使用料などを支出したものでございます。 

なお、端末購入費につきましては、農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費

補助金を特定財源としているものでございます。 

その他、実績欄に記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、農業振興費、決算額は３８６万２，５７９円でございます。トマ

ト部会や温室部会への補助金の園芸作物振興補助金や経営所得安定対策等推進事業補助金

を特定財源とした、地域再生協議会の事務費となる経営所得安定対策等推進事業補助金な

どの農業者団体の活動を支援する各農業団体への補助金を支出したものでございます。 

また、国の肥料価格高騰分の７０％を支援する、肥料価格高騰対策事業に合わせて、県

が１５％、町が１７％を支援するため、肥料価格高騰事業補助金を支出したもので、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を特定財源としているものでございます。 

その他、実績欄に記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、需給調整推進対策事業費、決算額は５４９万８，１４４円でござ

います。米の需給調整に係る町単独事業補助金で、需給調整推進対策補助金は小麦や加工

用米、水稲共同防除事業補助金は水稲共同防除に係る経費を、それぞれ需給調整達成者に

対する補助金として支出したものでございます。 

続きまして、事業名、多面的機能支払事業費、決算額は２，３２９万２，２７２円でご

ざいます。町内１６地区と、１組織で取り組みました水路や農道の除草作業を始め、水路

のしゅんせつや、軽微な補修などの農地の維持向上の活動に係る事業負担金を支出したも

ので、多面的機能支払事業交付金を特定財源としているものでございます。 

続きまして、事業名、地籍調査事業費、決算額は８３７万４，５５８円でございます。 

地籍調査事業に要する費用で、地籍調査事業委託料では、令和元年度に着手しました上和

泉地区及び令和４年度に着手しました源緑輪中地区を実施しており、地籍調査、認証事務

支援及び電子化業務委託料は、上和泉地区の令和３年度調査分を実施したもので、地籍調

査事業は、地籍調査費負担金を特定財源としているものでございます。 

その他、実績欄に記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、湛水防除費、決算額は７，１９０万５，８３０円でございます。

中央幹線排水路の県営事業の新規事業化に向けた事業計画策定業務委託料を支出したほか、

県営事業の町負担分として、平成２６年度に事業着手しました木曽岬二期地区の事業費負
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担金や、令和４年度に事業着手しました近江島地区の事業費負担金、令和３年度より進め

ております源緑、川先、和泉第２、近江島の湧水地しゅんせつにおける、県単土地改良施

設緊急浚渫事業負担金を支出しており、この事業負担金は地方債を特定財源としているも

のでございます。 

また、排水機維持管理補助金の電気料金高騰対策緊急支援は、県が実施しました土地改

良区が管理する農業水利施設に必要な電力料金の高騰分として、令和４年４月から１０月

分までの、使用電力量１ｋｗｈ当たり４円の２分の１を支援する土地改良区等電気料金高

騰対策緊急支援事業に合わせて町として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を特定財源として、使用電力量１ｋｗｈ当たり４円の２分の１を支援したものでござ

います。 

その他、実績欄に記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、地域用水機能増進事業費、決算額は３２０万６，６３０円でござ

います。水環境整備事業で整備したポケットパーク及び発生源対策用ポンプの電気代のほ

か、中央幹線排水路沿いの遊歩道及びポケットパークの除草、樹木の剪定等の管理委託料

や発生源対策施設の汚泥抜取り等の管理委託料を支出したものでございます。 

続きまして、事業名、観光費、決算額は１，１４１万４，００９円でございます。桜並

木の害虫駆除剤散布作業や、剪定伐採業務などの維持管理に係る業務委託料を支出したほ

か、クビアカツヤカミキリの防除に係る害虫防除業務として、防除剤の樹幹注入や、幼虫

活動期である７月から９月の定期的な巡視などの業務委託料を支出したものでございます。 

みえ森と緑の県民税市町交付金や、同交付金の基金繰入金などを特定財源としているも

のでございます。 

その他、実績欄に記載のとおりでございます。 

産業課所管部分の説明は以上でございます。 

○建設課長（伊藤雅人課長） 建設課所管分について説明をさせていただきます。 

事業名、上水道事業費、決算額１，８００万円でございます。コロナ対策として実施し

ました水道基本料金の免除に対しまして、水道事業会計を補助したもので、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を特定財源としているものでございます。 

事業名、農業集落排水事業費、決算額２，９３０万円でございます。農業集落排水事業

特別会計への財源を補填するため、一般会計から繰り出したものでございます。 

なお、電気料金高騰分として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を特

定財源としております。 

事業名、土木総務費、決算額２００万５，５７６円でございます。土木積算業務に係る

システム使用料及び、データ使用料、関係協会への負担金等で木曽川堤防清掃事業受託収

入を特定財源としているものでございます。 

事業名、道路橋梁維持費、決算額８，８４３万１，７４９円でございます。橋梁長寿命
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化事業としての橋梁点検や、橋梁修繕設計、町道舗装修繕事業として、鍋田川線ほか４路

線の修繕工事、町道維持管理事業としての交通安全施設の整備修繕、町道の除草や竹林伐

採に要した費用であり、社会資本整備総合交付金や地方債などを特定財源としているもの

でございます。 

その他、実績欄記載のとおりでございます。 

事業名、道路新設改良費、決算額１億１，９００万４，５９９円でございます。町道上

加路戸横断線道路改良事業の測量などの業務委託、町道西対海地・和泉線道路改良事業の

張り出し歩道橋や道路改良工事、町道外平喜・小学校線避難路整備工事に要した費用であ

りまして、社会資本整備総合交付金や地方債などを特定財源としているものでございます。 

事業名、河川総務費、決算額４４４万７，２５５円でございます。国土交通省から受託

した木曽川堤防の除草等清掃業務を沿線自治会へ再委託した木曽川堤防除草業務委託や、

木曽川など直轄河川事業の整備促進を求める同盟会などへの負担金で、木曽川堤防清掃事

業受託収入を特定財源としております。 

事業名、公共下水道費、決算額２億１８０万円でございます。公共下水道事業特別会計

の財源補填するため、一般会計から繰り出したもので、なお、電気料金高騰分として新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を特定財源としているものでございます。 

事業名、公園費、決算額１，５３９万４，７４９円でございます。グルービーパーク木

曽川の日常管理業務や、維持管理業務、児童公園などの遊具保守点検や、樹木剪定及び除

草、また、鍋田川いこいパークのトイレ改修工事に要した費用で、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を特定財源としているもので、その他実績欄記載のとおりで

ございます。 

事業名、住宅管理費、決算額２０万９，１３１円でございます。木造空き家住宅の除却

に係る補助金を支出しているもので、社会資本整備交付金、また、木造住宅空き家除却事

業費補助金を特定財源としているものでございます。 

建設課所管分については以上でございます。 

○会計管理者（松本 大課長） 会計課所管部分について説明させていただきます。 

事業名、会計管理費、決算額は５７万６，１０９円でございます。１０節需用費と１１

節役務費において、会計事務に要する事務経費を支出しており、主に町の封筒の印刷代、

公金の振り込み、振替手数料などでございます。 

続きまして、財産に関する調書について説明させていただきます。 

まず、１公有財産の（１）土地及び建物面積については、令和４年度中の増減はござい

ませんでしたので、前年度末と同様に決算年度末の土地の面積は１３万４９４．２１㎡と、

建物の延べ面積は２万９７１３．０１㎡となっております。 

続きまして、２物品（１）物品（車）につきましては、上から２行目、小型自動車（乗

用）につきまして、住民課の公用車１台が減少しております。 
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次に、上から８行目、特殊用途自動車につきまして、危機管理課の消防車１台の更新を

行っております。 

年度末の合計現在高は、前年度末で２７台、令和４年度末で２６台となっており、１台

減少しております。 

次に、（２）物品（その他）については、取得価格１００万円以上の備品を計上してお

り、変更点については中段、１６番ちゆう具類において、給食センターの焼物機の老朽化

によりスチームコンベクションオーブンを１台更新しております。 

変更点はこの買換えですので、前年度末の台数と増減はなく、決算年度末現在高の合計

は３３台となっております。 

次に、３基金について説明させていただきます。 

町の一般会計が保有する基金は、基本財産基金から森林環境譲与税基金までの１９の基

金となります。 

年度中に変動のあった主なものとしましては、２段目、減債基金において、利息の積立

に加え、前年度の歳計剰余金及び令和４年度中の補正予算により、３億５，５２４万１，

９７７円の増額となっております。 

また、４段目の財政調整基金については、利息の積立てに加え、令和４年度中の補正予

算により、国債の購入及び定期預金の満期等も踏まえて、１億３，８４０万２，００７円

の増額となっております。 

次の最下段、夢ささえあいのまち福祉基金については、お２人から１，５５０万円の御

寄附により積立を行っております。 

次に、１段目のふるさときそさき応援基金については、延べ５，７００件の寄附があり、

基金には８，０００万円を積立し、年度末現在高は３億９，１３２万１，１８１円となっ

ております。 

次に、３段目のみえ森と緑の県民税市町交付金基金につきましては、桜並木の害虫防除

事業に充当するため、７６１万２，６００円の取り崩しを行っております。 

以上が、基金の主な状況でございます。 

最後に、４債権につきましては、就学奨学金の貸付でございますが、決算年度中の貸付

額は、１５８万円の減額となり、貸与の総額は９８４万円となり、決算年度末では１６名

の方に貸与を行っております。 

以上が、財産に関する調書の説明でございます。 

説明は以上です。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 続きまして、危機管理課所管部についてご説明させて

いただきます。 

事業名、高度情報処理対策費、決算額は８，１２０万３，０４８円でございます。情報

機器類等消耗品の購入、行政ネットワークの町外との接続に要する通信回線使用料、住民
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情報系及び内部情報系システムの保守委託料や、クラウドシステム使用料、自治体間の情

報照会に関する中間サーバーを利用するための地方公共団体情報システム機構Ｊ－ＬＩＳ

への交付金など、情報システムやネットワークの運用管理経費を支出しております。 

また、特定財源として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を、情報機器

類や情報端末の購入費、情報機器修繕料の一部に充当しております。 

その他、実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、自主運行バス運行事業費、決算額は４，４０２万６，１３０円で

ございます。自主運行バスにつきましては、町が主体となり、中央線、源緑見入線の２路

線をリース車両３台と町所有の予備車１台の計４台で毎日運行しており、昨年度は約１４

万人の方にご利用いただきました。 

この科目では、株式会社セントラルサービスに委託しております自主運行バスの運行管

理にかかる経費や、令和２年度から通常運行に使用している自主運行バス３台のリース料、

スマートフォンやパソコンから位置情報を検索できるバスロケーションシステム使用料、

地域公共交通会議の委員９名の報酬など、自主運行バスの運行に関する経費を支出してお

ります。 

また、特定財源として運賃収入である自主運行バス使用料、自主運行バスの運転管理委

託に充当しており、その収益率は５２％となっております。 

その他、実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、防犯事業経費、決算額は１，１２７万８，４１３円でございます。 

この科目では、防犯委員会の委員７名の報酬や、消防団の年末防犯夜警に対する延べ９２

名分の指導報酬、庁内に設置している防犯灯や見守りセンサー等の電気料、システム使用

料などの防犯設備に関する維持管理経費、地域において防犯活動を実施していただいてい

る２つの団体への補助金などを支出しております。 

また、新たに三崎地区内に、防犯カメラ１基を増設した防犯カメラ設置委託料などを支

出しております。 

その他、実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、消防事務委託事業、決算額は１億４，１８１万９，４９５円でご

ざいます。常備消防に係る事務につきましては、桑名市に事務委託しており、また、消防

救急無線につきましても、三重県市町総合事務組合が主体となりデジタル方式への移行が

行われ、その運用がなされております。 

この科目では、桑名市に委託している桑名市消防本部及び長島木曽岬分署における消防

事務の委託金、消防救急無線の整備及び管理に係る三重県市町総合事務組合の負担金を支

出しております。 

また、特定財源として地方債の緊急防災減災事業債を、桑名市消防事務委託金のうち長

島木曽岬分署の更新されたはしご車購入の当町負担分に充当しております。 
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続きまして、事業名、消防団活動費、決算額は、７９７万５，８２５円でございます。 

消防委員会の委員６名の報酬や、消防団員の出動及び年額報酬、令和４年度末までで退団

された団員３名の退職報償金、消防団活動に要する消耗品費、消防団員の公務災害補償及

び退職報償金に備えた積立掛金など、消防団員の活動等に要する経費を支出しております。 

また、特定財源として、消防団員等公務災害補償等共済組合から支払われる消防団員退

職報償金を、消防団員退職報償金に充当しております。 

その他、実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、消防施設経費、決算額は２，０１１万８，９７３円でございます。 

消防分団車庫の光熱水費や、消火栓ポンプ等の修繕料、消防ポンプ車両の車検代、各分団

で実施される機械器具点検や、防火水槽５か所の清掃の委託料、源緑輪中地区の防火水槽

の撤去工事や、和富地区第３分団車庫の塗装工事、防火水槽への引き込み管の撤去や、布

設工事に係る消防水利維持修繕負担金などを支出しております。 

加えて、昨年度から各分団に配備している消防ポンプ車を毎年１台、５年をかけて更新

することとしており、昨年度は第１分団の小型動力ポンプ付普通積載車の購入費として、

１，４５２万円を支出しております。 

また、この消防ポンプ車の購入に当たりましては、特定財源として地方債の緊急防災減

災事業債を充当しております。 

その他、実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、災害対策経費、決算額は１，２６５万９，７５２円でございます。 

防災会議の委員報酬や、台風第１４号の災害対策本部設置に伴う時間外勤務手当、アルフ

ァ米などの防災備蓄品の購入費、防災行政無線放送設備の保全業務や防災ステーションの

除草業務など維持管理経費、防災無線運営協議会などへの負担金を支出しており、また、

令和３年度に設置されました源緑輪中地区自主防災会に配備した防災備蓄資機材等、防災

倉庫の購入費などを支出しております。 

また、特定財源として国からの自衛官募集事務地方公共団体委託金を、自衛官募集事務

に充当し、県からの地域減災力強化推進補助金と三重県市町村職員互助会からの公益事業

助成金を、源緑輪中地区自主防災会の防災備蓄倉庫及び資機材の整備に充当しております。 

その他、実績欄記載のとおりでございます。 

危機管理課所管部の説明につきましては、以上でございます。 

○議会事務局長（藤井光利事務局長） 最後に議会事務局所管部分について説明させてい

ただきます。 

まず、事業名、議会運営費で、支出済額は３６９万３，３５１円でございます。支出の

内容といたしましては、議会運営に係る経費で、議会研修に係る旅費や車椅子用エレベー

ターや議場放送設備等に係る保守点検料、県町村議会議長会などへの負担金が主な支出と

なります。 
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次に、議会広報費で、支出済額は１０１万１，５６０円でございます。支出の内容とい

たしましては、議会広報誌に係る経費で年４回の定期発行分のほか、新春号の号外を発行

するのが主な支出となります。 

次に、文書広報費で、支出済額は、３６４万８，０７８円でございます。 

支出内容といたしましては町広報誌に係る経費で、毎月１回年１２回の定期発行するのが

主な支出となります。 

最後に、監査委員費でございます。支出済額は３６２万５，０８６円でございます。 

支出の内容といたしましては、監査業務にかかる経費で２名分の委員報酬と、監査事務補

助員である派遣職員１名にかかる委託料が主な内容となります。 

以上で議案第３７号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて（所管部分）について、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。 

ここで暫時休憩といたします。次の再開が１０時２５分でお願いします。 

                            午前１０時１１分休憩   

                            午前１０時２５分再開   

○委員長（鎌田鷹介議員） 休憩を解き、委員会に戻します。 

事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方はご発言ください。 

○委員（古村 護議員） １点だけ教えていただきたいと思います。 

一般管理費のふるさときそさき応援事業費の決算書を見ると、一般管理費の最終１２節

の委託料関係で、３，２５９万７，９２８円という不用額が生じているんですけれど、ど

ういった理由だったのか内容を教えていただきたいと思います。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） すみません。後でお調べして報告差し上げます。 

〇委員長（鎌田鷹介議員） よろしいですか。 

他に、御質疑ございませんか。 

○委員（三輪一雅議員） まず、総務管理費の区長会関係経費で、コロナ禍ということで

開催頻度を減らしたという説明がありましたが、これで現状できてるということであれ

ば、今後は２回でいく形をとっていくのかどうか、というところを教えてください。 

農地費の湛水防除費で、今回最終予算として１億１，３００万円ほど上がってる中で、

決算がかなり減額になったということで、この辺りのことをもう少し説明をお願いしたい

と思います。 

それから、商工費の観光費で、前回の時に説明があったかもわからないですが、もう１

回教えて欲しいです。当初予算に対して最終予算を大分減らしたときの補正の理由という

のをもう１回教えてください。 

それと、決算認定の次の資料の物品の増減のところで、今回小型自動車を減らすという

ことで説明ありました。住民課の車が１台減ったということですけど、これは減のままで
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しょうか。そのまま利用しないということでしょうか。 

以上でございます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） まず、区長会の関係ですけれども、令和４年度はここ

に記載のとおり２回でしたが、令和５年度は通常どおり開催をいたしておりまして、基本

的には１月、５月、７月、１０月の開催を計画しております。 

しかしながら、開催する月によって協議する事項が少なければ、区長会長と相談をして

中止にする可能性もあるとは思います。けれども、今までやってきたとおり、通常は年４

回を今後も続けていくというような計画でおります。 

以上です。 

○産業課長（多賀達人課長） 湛水防除費の決算額と最終予算現額との差につきまして

は、例年県営事業につきまして繰り越しがありますので、実質の不用額は２０万円程度で

す。 

約４，１００万円が繰越となっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○会計管理者（松本 大課長） こちらの財産に関する調書の物品の車の住民課の小型自

動車の乗用ですが、４年度現在において、１台減少はしていますが、５年度において、リ

ースで１台確保しておりますので、４年度としては１台の減ということで御理解いただき

たいと思います。 

財産のほうには入らないので、５年度も入ることはないということで御理解いただきた

いと思います。 

〇委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○委員（三輪一雅議員） 今回の町税の関係で教えてもらいたいのは、町民税はやや減少

して、法人税が少し上がってる感じですが、結果として見ていくと、ここで３，０００万

円上がっているのは木曽岬干拓地の関係があるということで、ＥＳＲさんなどが稼働し始

めて、そのおかげで法人税なり固定資産税が上がった結果、全体的に見ると町民税が減っ

ているということは、それがないと減少傾向にあったと分析できますか。 

そのあたりを教えてください。 

○税務課長（中山重徳課長） その通りでございます。 

ちなみに町民税ですけれども、平成２９年をピークに毎年緩やかに減少しておりまし

て、５年間での減少額は２，５００万円近く、約８％減っております。 

分析しますと、納税義務者の数はやはり毎年減少していますし、１人当たりの納税額も

少しずつ減少しているという形で、個人の町民税に関しては、このような要因があり毎年

緩やかに減っています。 

固定資産税につきましては、先ほどご指摘いただいた通り、干拓の影響がかなり大き

く、ここ数年、固定資産税は盛り返しているという形です。 
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軽自動車につきましては、台数に関してはほとんど変わっておりませんけども、税金の

ルールといいますか、軽自動車を保有してる方で１３年以上経過した車をお持ちの方は、

税額が少し上がるということで、台数は変わっていなくても、税額が変わっているので少

し税額は増えている。 

たばこに関しても、取扱店が一つ増えたのがすごく大きな要因だと思います。 

総じていえることは、個人の町民税だけが少し減少で、他の税目は順調に推移している

というところでございます。 

以上です。 

○産業課長（多賀達人課長） すみません、もう一つありました。 

観光費、当初予算額と決算額の差、５００万円ほどあり、こちらにつきましては、補正

予算でも説明させてもらいましたが、桜並木の消毒や剪定伐採、それからクビアカツヤカ

ミキリの防除業務の入札差金について減額補正させてもらっていますのでその分の差額に

なっております。 

以上です。 

〇委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） すみません。先ほどの古村委員の御質問の３，０００

万円の差ですけれども、ふるさときそさき応援事業に関しましては、当初から収入を５，

０００万円で見ておりまして、支出を８，０００万円という形で計上させていただいてお

ります。 

これは収入欠陥を防ぐという意味合いもありますが、大きくは予約品という形で返礼品

を受け入れる場合に、前年度寄附額をもらっておいて今年度発送するというような、返礼

品にかかるお金と入のお金にずれが生じるということもありまして、そこを勘案して３，

０００万円の余裕を持たせておりました。補正予算の時、補正予算は、１月で締めて３月

補正にかけることになるのですが、実際には３月まで受け入れをしなければならないの

で、その差はやはり保っておくべきだろうということで残しておいた３，０００万円、そ

れが差額となって出てきたという流れになっております。 

以上です。 

〇委員長（鎌田鷹介議員） よろしいですか。 

他に、御質疑ございませんか。 

○委員（服部芙二夫議員） 決算認定で監査をした側ですが、まち・ひと・しごと創生事

業費で、サンリオキャラクターを使用するキャラクター使用ライセンス料。最近あまり話

聞かないが、経済効果はでてきたのか。その検証はできたのか。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） このキャラクター使用に関しましては御指摘のとお

り、サンリオのキャラクターの使用料という形になります。 

経済効果に関して、販売目的ではありませんので、我々としてはＰＲ効果としての活用
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を考えております。町で使う封筒や改ざん防止の用紙、グッズ等々我々が作成をさせてい

ただいて、町民の方や会議に出席される町外町内の方、あと、町長室にお越しになった来

客の方々にも、お配りをさせていただいて、木曽岬町がこういうことをやっているという

ことで活用させていただいておりますし、ＹｏｕＴｕｂｅでも報告をさせていただいてお

りますので、ＰＲ効果としては一定あったかなと思っております。 

それを数字でと言われるとなかなか難しいですが、認知度の向上という意味では十分貢

献しているものだと解釈しております。 

以上です。 

○委員（服部芙二夫議員） これからも続けていくのか、今年１年で終わるのか。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） 個人的には続けていきたいと考えておりますけれど

も、今年度の効果を見て皆さんにお諮りをしながら検討していきたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ここで暫時休憩といたします。 

                            午前１０時４０分休憩   

                            午前１０時４０分再開   

○委員長（鎌田鷹介議員） 休憩を解き、委員会に戻します。 

○委員（服部芙二夫議員） 防災ヘリの負担金で、これは各市町の負担金だと思うが、人

数割なのか頭割りなのか町別なのか、どうですか。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） 防災ヘリコプター負担金につきましては、県の防災ヘ

リコプターの運航に係る維持管理経費や人件費、あと燃料費に対する負担金です。金額自

体は４３万２，０００円で、金額の算定にあたりましては均等割と人口割で、均等割が２

２万円人口割が２１万２，０００円で算出がされております。 

以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、御質疑はよろしいですか。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第３８号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○総務政策課長補佐（中里満博課長補佐） 議案第３８号、令和４年度三重県桑名郡木曽

岬町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について説明を申し上げます。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得

特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付すものでございます。 

はじめに、歳入につきましては、４つの款とこれに付随する４つの項で構成されており、

予算現額３００万円に対しまして、調定額、収入済額ともに３３２万２，１７７円となっ
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ております。 

次に、歳出につきましては、２つ款と２つの項で構成されており、予算現額３００万円

に対しまして、その支出額は２８０万２１０円、不用額は１９万９，７９０円となりまし

た。 

これにより、歳入歳出差引額が５２万１，９６７円となり、この額を翌年度へ繰り越す

ものでございます。 

続いて、令和４年度木曽岬町土地取得特別会計の歳出決算書を事業説明にてご説明をさ

せていただきます。 

事業名、財産管理費、本年度決算額は２８０万２１０円でございます。本事業は保有財

産の適正な運用及び管理業務を執行するための経費を計上するもので、保有地管理委託料

としてシルバー人材センターへ委託した除草業務に要する経費１２万３，５４２円。また

保有している土地に係る土地改良を賦課金４万５，７４０円、福祉施設貸付に係る一般会

計への繰出金２６３万９２８円を支出したものでございます。 

以上、土地取得特別会計決算の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

よろしいでしょうか。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第４２号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） それでは、議案第４２号、令和４年度三重県桑名

郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明させていただきま

す。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するもので

ございます。 

歳入歳出決算書について説明させていただきます。 

まず、歳入でございます。 

１款分担金及び負担金から８款町債までの６つの款におきまして、予算現額８，２７８

万４，０００円、調定額８，２８９万３，２０１円、収入済額８，２７１万２，６８３円、

不納欠損額７，４４０円、収入未済額１７万３，０７８円でございます。 

収入済額を調定額で割った収納率は９９．４％と前年度と同じとなっております。 
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続いて、歳出でございます。 

１款施設費から３款予備費におきまして、予算現額８，２７８万４，０００円、支出済

額７，９１４万４，４９４円で、不用額３６３万９，５０６円でございます。 

歳入歳出差引額は、３５６万８，１８９円となり、このうち、基金繰入額はございませ

んでした。 

詳細につきましては、歳出決算書の事業説明にて説明させていただきます。 

事業名、一般管理費、決算額は１，８０１万３，０５７円でございます。主な実績は、

令和６年度からの公営企業会計移行のための業務委託会計システムの構築業務にかかる費

用で、地方債、督促手数料を特定財源としているものでございます。 

続きまして、事業名、維持管理費、決算額は、５，６０８万５，３９６円でございます。 

主な実績は、処理場や中継ポンプなどに係る光熱費、４処理場の保守点検や日常管理業務

のほか、汚泥の引き抜き運搬委託料などに要した費用であり、下水道使用料を特定財源と

しているもので、その他事業の主な実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、元金、決算額は２０１万５，９０７円でございます。主な実績は、

施設建設の借り入れを行った地方債の償還で、償還のピークは過ぎており、前年度に比べ

８４０万円あまりの減額となっております。 

なお、新規加入者負担金を特定財源としております。 

続きまして、事業名、利子、決算額は４１万６４５円でございます。主な実績は、施設

建設の借り入れを行った地方債に係る利子の償還でございます。 

以上で、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算についての説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

○委員（三輪一雅議員） 公営企業会計化するということで進めてもらっていますけれど、

公共の方も合わせてやるということで、順調に進んでいるか、今の進捗状況を教えて欲し

い。それから、当初予算から上がっているので当然わかっていることですけれど、普通に

考えると同じようなことをやるわけだけど、農集と公共の方では委託料の数字が違ってく

るが、この辺の差とは何か教えてもらいたい。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） 公営企業法の適用化に向けての進捗状況でござい

ますけれども、下水道事業団やシステム構築に関しまして、令和４年度と５年度の２か年

にかけて(株)ぎょうせいに委託して進めております。 

固定資産の整理も大方終わってきておりまして、今は法的化に向けて１２月の議会まで

に、いろいろと条例改正をしなくてはいけないというところで、今そちらの協議を進めて

ございます。 

それから、公共と農集の金額の違いでございますけれども、農集と公共の人数によって
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比率を作っております。公共が５３．２％、農集は４６．８％の割合で、金額を振り分け

ております。ですので、単純に２で割ったということではなくて、先ほど申しました割合

で分けて、予算計上させていただいております。 

○委員（三輪一雅議員） 人数というのは、どういうことですか。利用者の人口割合なの

か職員数なのか、何の人数の話ですか。 

公共と農集では委託料が違うので、それが何かということ。なぜそのように分かれてく

るのか。同じ仕事をするのであれば同じではないのかと思う。なぜ違うのか。仕事は一緒

ですよね。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） この割合は、人口受給者、そこの地区の人数で割

合を出しております。令和３年度にもこういった委託を出してるのですが、そのときの割

合で公共と農集の割合決めたものをそのまま今も継続して金額を割り振っております。 

○委員（三輪一雅議員） 委託としては、公共も農集も一括で委託をしていて、その予算

を組んでいくときに、受給されて実際利用されている方の人数割合で、予算的に振り分け

たと、そういう意味合いでよろしいのか。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） 説明が拙くて申し訳ありません。 

その通りでございまして、公共も農集も上水道に関しましても、一括で契約をしており

まして、その支払いの部分だけ予算を分けて、支払い先を分けて、按分して計上させてい

ただいております。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 他に、御質疑よろしいですか。 

           〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第４３号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） 議案第４３号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものでご

ざいます。 

歳入歳出決算書についてご説明いたします。 

まず、歳入でございます。 

１款分担金及び負担金から８款町債までの７つの款におきまして、予算現額３億８，４

１２万５，０００円、調定額３億６，４５３万２，５５１円、収入済額３億３，８１１万

１，２２２円、不納欠損額７万５，８４０円、収入未済額２，６３４万５，４８９円でご

ざいます。 
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使用料の収納率は９８．７％と前年度に比べ０．１ポイントの増となりました。 

続いて、歳出でございます。 

１款施設費から３款予備費において、予算現額３億８，４１２万５，０００円、支出済

額３億１，４３０万５，０３４円、翌年度繰越額６，５６０万円、不用額４２１万９，９

６６円でございます。 

歳入歳出差引残額は、２，３８０万６，１８８円となり、基金繰入金はございませんで

した。 

詳細につきましては、歳出決算書の事業説明にて説明させていただきます。 

まず、事業名、一般管理費、決算額は２，１３８万１，９８０円でございます。主な実

績は、農業集落排水事業と同様になりますが、令和６年度からの公営企業会計移行のため

の業務委託会計システムの構築業務にかかる費用で、地方債督促手数料を特定財源として

いるものでございます。 

続きまして、維持管理費、決算額は１億２１７万４，１１９円でございます。主な実績

は、東部地区クリーンセンターと中継ポンプの電気代など、光熱水費、処理場及び中継ポ

ンプの保守点検や日常の運転管理業務、汚泥の運搬処理、処理場の機器オーバーホールや

中継ポンプ槽のポンプ取替工事などに要した費用であり、下水道使用料を特定財源として

いるものです。 

その他は、事業の主な実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、施設整備費、決算額は５，３６０万円でございます。主な実績は、

東部地区クリーンセンターの脱水機更新工事、沈砂池ポンプ棟などの耐震設計に要した費

用であり、防災・安全社会資本整備交付金、地方債を特定財源としております。 

なお､当初予算額に対する増額理由は、脱水機更新工事の事業確定に伴い７，１００万

円の減額補正によるものでございます。 

最終予算現額と決算額の差につきましては、処理場脱水機更新工事、沈砂池ポンプ棟等

設計業務委託、処理場留入水切替弁取替工事の繰り越しによるものでございます。 

続きまして､事業名、元金、決算額は１億１，７７５万４，０４４円でございます。主

な実績は、施設建設の借り入れを行った地方債の償還であり、新規加入者負担金を特定財

源としております。 

続きまして､事業名、利子、決算額は１，００９万１，２５０円でございます。主な実

績は、施設建設の借り入れを行った地方債に係る利子の償還でございます。 

以上で、公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

○委員（三輪一雅議員） 施設管理費の、クリーンセンター脱水機の工事の関係で、今回
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またかなり大きい減額補正になっているが、最終的にはどういう状況になっているのかを

お聞きしたいと思います。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） 脱水機の工事につきましては、昨年度と今年度の

２か年にわたっての発注で、工事費としましては、１億５，０００万円ほどの発注として

おります。 

昨年度の支払いについては、昨年度終わってる分で一部支払いはしておりますが、今年

度に繰り越した分も多くあります。 

実際の向こうでの進捗状況ですが、コロナの関係でなかなか材料がうまく入らず、今年

度いっぱいまでかその先もどうなるか、というところまで話を詰めていますが、順調に進

んでいるとは言いがたいところが正直ございます。 

なので今の時点で、脱水機については、年度内に必ずできるとははっきりしない状態で、

業者といろいろお話を進めているところでございます。 

以上です。 

○委員（三輪一雅議員） 現状今、１台しか脱水機は稼働できない状況で、これが故障す

ると当然代替がないということに陥るので、最悪もし本当に故障した場合に、仮の何かを

設置したりとかはできる状況には考えてあるのですか。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） 御心配いただいてる脱水機１台でやっている今の

現状ですが、今回の工事を発注するに当たりまして、今の脱水機から脱水した計器を運ん

でる業者、株式会社コスモといろいろ相談をしておりまして、仮設の移動式脱水機もある

ということを確認取っております。 

以上です。 

○委員長（鎌田鷹介議員） よろしいでしょうか。 

 他に、御質疑ございませんか。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第４４号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定について

を議題といたします。 

 事務局に説明を求めます。 

○建設課長補佐（伊藤規生課長補佐） 議案第４４号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町

水道事業会計決算認定についてご説明させていただきます。 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町水道事

業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付すものでございます。 

それでは、令和４年度木曽岬町水道事業決算報告書についてご説明いたします。 

収益的収入及び支出におきまして、まず上の表、収入でございますが、１款水道事業収

益は、営業収益などの２項からなり、決算額は１億７，３５７万６，３８０円でございま
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す。 

なお、営業外収益として、令和４年１０月から令和５年３月までの半年間における基本

料金の免除に伴い、一般会計から１，８００万円の補助金を受け入れております。 

下の表、支出でございますが、３款水道事業費用は、営業費用などの２項からなり、決

算額は１億８，６４７万８，１０７円でございます。 

次に、資本的収入及び支出でございます。 

上の表、収入でございますが、第２款資本的収入における決算額は１，５２０万６，８

７６円。 

下の表、支出でございますが、第４款資本的支出における決算額は２，８７９万７，１

７６円でございます。 

次に、損益計算書でございます。 

先ほどの決算報告をもとに、１年間の営業成績を示すものでございまして、下から３行

目、収益から差し引きを引いた当年度純利益はマイナス１，３６０万８，８４１円となり、

前年度繰越利益剰余金を加えた当年度未処分利益剰余金は、最下段３８２万４，３１６円

のマイナスとなっております。このマイナスにつきましては、剰余金計算書の下段にあり

ます欠損金処理計算書を御覧ください。 

当年度未処理欠損金３８２万４，３１６円を利益積立金から繰り入れ、翌年度への繰越

欠損金へ補填するという処理計算書でございます。 

次に、貸借対照表でございますが、詳細は後程お目通しいただくといたしまして、６番

剰余金（２）利益剰余金における、ハの当年度未処分利益剰余金マイナス３８２万４，３

１６円が先ほどの値と一致していることを御確認いただければと思います。 

詳細につきましては歳出決算書の事業説明にて説明させていただきます。 

まず、事業名、原水及び浄水費、決算額は１億３，０２６万１６円でございます。主な

実績は、水道施設の電気料、保守点検業務、県企業庁から購入した約９２万８，０００㎥

の受水費用で、その他事業の主な実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、配水及び給水費、決算額は７９７万３，１７３円でございます。 

主な実績は、漏水２５か所の修繕費用、検定満期による量水器３６６器の取りかえ工事費

用でございます。 

続きまして、事業名、受託給水工事費、決算額は６１万５００円でございます。主な実

績は、消防水利の受託工事費でございます。 

続きまして、事業名、総係費、決算額は２，２８５万８，４２２円でございます。主な

実績は、水道料金の賦課徴収に使用する電算システムの使用料及び保守委託料、検針員２

名分の賃金、上水道施設の耐震診断業務、基本料金減免に伴うシステム改修や、町道上加

路戸横断線改良事業に伴う水道管移設の設計業務に要した費用であり、下水道基本料金減

免に伴うシステム改修費への一般会計からの補助金を特定財源としているもので、その他
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は事業の主な実績欄記載のとおりでございます。 

続きまして、事業名、減価償却費、決算額は１，４５３万４４３円でございます。 

主な実績はこの会計が保有する有形固定資産における当年度の減価償却費でございます。 

続きまして、事業名、資産減耗費、決算額は２３万１，１５２円でございます。主な実

績は、更新等により管路の残存財産などの未償却資産を処分したものでございます。 

続きまして、事業名が、その他営業費用となっておりますが、受託工事費に訂正をさせ

ていただきたいと思います。こちらが決算額は４４７万５，４６５円でございます。主な

実績は、木曽岬干拓地における新輪受水場の建設工事を県企業庁へ委託した費用でござい

ます。 

続きまして、ここから４条予算になります。 

事業名、配水及び給水施設費、決算額は２，８１６万１，０７６円でございます。主な

実績は木曽岬干拓地内の新輪受水場の建設工事を、三重県企業庁へ委託した費用、老朽管

の布設替工事に要した費用で、新輪受水場工事に係る三重県からの工事負担金を特定財源

としております。 

続きまして、事業名、固定資産購入費、決算額は６３万６，１００円でございます。主

な実績は、量水器３８３器分の購入費用でございます。 

以上で、水道事業会計歳入歳出決算についての説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

 よろしいでしょうか。 

           〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 次に、議案第４５号、財産の取得についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

○危機管理課長（坂倉丈夫課長） それでは議案第４５号、財産の取得についてご説明さ

せていただきます。 

令和５年７月２５日に一般競争入札に付しました、小型動力ポンプ付普通積載車を取得

するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしましては、木曽岬町消防団第２分団に配備しております小型動力ポン

プ付普通積載車につきましては、平成１５年に購入し２０年が経過しているため、車両購

入計画に基づき計画的に更新を行うものであり、ポンプ車に係る契約締結に当たりまして

は、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を要することから、この議案書を提
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出するものでございます。 

取得する財産及び数量は、小型動力ポンプ付普通積載車１台、契約の方法は一般競争入

札、契約金額は１，４８５万円、契約の相手方は三重県四日市市中里町３０番地９、三重

保安商事株式会社四日市支店、支店長森淳一でございます。 

なお、参考までに議会の議決を得るまでの間は、契約の相手方と仮契約を締結しており、

仮契約書の写しを添付させていただいております。 

議案第４５号、財産の取得についての説明につきましては以上でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。、  

○委員長（鎌田鷹介議員） 事務当局の説明が終わりましたので、御質疑のある方は御発

言ください。 

よろしいでしょうか。 

           〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 

質疑も出尽くしたと思いますので、これより討論、採決に入ります。 

○委員長（鎌田鷹介議員） ここで暫時休憩といたします。 

                            午前１１時１４分休憩   

                            午前１１時１８分再開   

○委員長（鎌田鷹介議員） 休憩を解き、委員会に戻します。 

これまで個別に審査し、質疑をいただいて進めてきましたが、最後に、これまで議題と

しました全ての議案について、再度御質疑がございましたら御発言願います。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 

 質疑も出尽くしたと思いますので、これより討論、採決に入ります。 

 はじめに、議案第３３号、令和５年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）

についての所管部分に討論があります方は、御発言ください。 

         〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３３号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３３

号は原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第３７号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定につ

いての所管部分に討論があります方は、御発言ください。 
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           〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３７号を原案のとおり、認定することに賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３７

号は原案のとおり認定することに決定しました。 

 次に、議案第３８号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳出決算

認定について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第３８号を原案のとおり、認定することに賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３８

号は原案のとおり認定することに決定しました。 

 次に、議案第４２号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第４２号を原案のとおり、認定することに賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第４２

号は原案のとおり認定することに決定しました。 

 次に、議案第４３号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第４３号を原案のとおり、認定することに賛成の方は挙手願います。 
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          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第４３

号は原案のとおり認定することに決定しました。 

 次に、議案第４４号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定について、

討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第４４号を原案のとおり、認定することに賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第４４

号は原案のとおり認定することに決定しました。 

 次に、議案第４５号、財産の取得について、討論があります方は御発言ください。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 特に討論がないようですので、討論者なしと認め、これにて

討論を終わります。 

 これより議案採決に入ります。 

 議案第４５号に原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第４５

号は原案のとおり可決することに決定しました。 

ここでお諮りいたします。 

 本会議で当委員会での議論並びに決定事項に係る委員会報告書の作成並びに委員会報告

を、私、委員長に一任していただくことで御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） ありがとうございます。異議なしの声がございましたので、

私が委員会報告書の作成並びに委員会報告をさせていただきます。 

 これで本委員会に付託されました７議案の審査は終わらせていただきます。 

 次に、その他の事項に移ります。 

 本委員会の所管事項等で何かございましたら御発言願います。 

          〔「なし」の声あり〕 

○委員長（鎌田鷹介議員） 御発言もないようですので、これにて本日の議事日程は全て

終了しました。 

これをもちまして、本日の総務建設常任委員会を閉会といたします。 
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長期にわたりご審査ありがとうございました。 

                            午前１１時２４分閉会  

 


